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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間の男性の前立腺の疾病を検査、マッピング、診断、及び、治療するための全体統合
超音波システムであって、
　超音波経直腸プローブ及び超音波経尿道プローブであって、それぞれがパルスの発振及
び受信のために用意され、それぞれが統合患者支援プラットフォームと操作コミュニケー
ションを取る経直腸プローブ及び超音波経尿道プローブを有し、
　前記超音波経直腸プローブは、人間の男性の直腸の液体で満たされた容積内で生成及び
作動するよう構成され、前記超音波経尿道プローブは、人間の男性の尿道の液体で満たさ
れた容積内で生成及び操作するよう構成され、
　前記超音波経直腸プローブは、人間の男性の直腸に挿入された後、定位置に留まるよう
に構成され、前記超音波経直腸プローブは、前立腺の超音波走査が成立するように、コン
ピュータ制御されたモータによる運動に適応する超音波センサをその中に有し、
　前記超音波経尿道プローブは、人間の男性の尿道に挿入された後、定位置に留まるよう
に構成され、前記超音波経尿道プローブは、前立腺の超音波走査が成立するように、コン
ピュータ制御されたモータによる運動に適応する超音波センサをその中に有し、
　前記超音波経直腸プローブは、統合エキスパートシステムに角度及び関連データを供給
する統合位置センサ一式を含んでおり、
　前記超音波経直腸プローブ、及び、前記超音波経尿道プローブに於けるセンサによって
送信されたデータを収集する統合エキスパートシステムであって、前立腺の疑惑レベルマ
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ッピング内に含まれた領域に関する癌の可能性評価を用いて、前記疑惑レベルマッピング
を生成するために、分析手法及び統合された結果を利用する統合エキスパートシステムと
、を有する、全体統合超音波システム。
【請求項２】
　前記超音波経直腸プローブ及び前記超音波経尿道プローブは、人間の男性の直腸、及び
、人間の男性の尿道のそれぞれの水溶性液体容積内で生成、及び、作動するよう構成され
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記超音波経直腸プローブは、人間の男性の直腸からエア抜きを行うダクトが備えられ
、これにより、前記超音波経直腸プローブがその内部で作動するよう構成される人間の男
性の直腸の容積を液体で完全に満たすことを可能にする、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記統合患者支援プラットフォームは、共同自動スレーブ型生検サブシステムと操作コ
ミュニケーションを取り、前記操作は超音波経直腸プローブ及び統合エキスパートシステ
ムの機能によって提供された位置ターゲットデータによって制御され、また、前記自動ス
レーブ型生検サブシステムは、過剰な安全性考察の達成はもとより、医師による特定領域
の選択に適応する、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記統合エキスパートシステムは、前記スレーブ型生検サブシステムの操作、及び、前
立腺内の選択された地点への生検針の誘導に対するターゲット座標を得るための超音波デ
ータ収集と共に使用される手段に加えて、数学の方程式と共に前記超音波経直腸プローブ
内の走査位置に関する所定の距離及び角度データを含むソフトウェアパッケージで構成さ
れる、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記生検針は、前立腺からの生体組織検査用の細胞組織サンプルを摘出するための手段
と一体となっている、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記統合患者支援プラットフォームは、超音波走査手続きの為に患者の位置決めを最適
化し、患者の最適な位置を記録し、これにより、前記患者用の超音波走査手続きの再現性
を可能にする手段を備えた自由度に幅のある位置決め椅子で構成されている、請求項１に
記載のシステム。
【請求項８】
　前記統合エキスパートシステムは、患者の連続する検査期間中の状態変化を自動的に特
定する手段と一体となった、前記患者の各検査に関する完全なデータ収集、マッピング、
及び、癌の可能性評価を電子的に保存する手段を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　その効果的な利用を促進するための前記超音波経尿道プローブに動作可能に関連付けら
れたカテーテル／カテーテルフィーダ、及び、尿道内の前記カテーテルの最適な配置のた
めのガイドとして機能する共同多関節光ファイバースコープをさらに有する、請求項１に
記載のシステム。
【請求項１０】
　陰影分析への応用と共に、データ収集及び分析を容易にするための前記超音波経直腸プ
ローブ内に位置するデュアル超音波センサをさらに含み、前記デュアル超音波センサは、
従来のトランスデューサ及び位相配列で構成されたグループから選択される、請求項１に
記載のシステム。
【請求項１１】
　前立腺の細胞組織の誘発された振動を評価するための動的エラストグラフィ手段と協力
し、前立腺内の血管環境を撮像し、評価するために、誘発された動的振動及び血流を測定
するためのドップラー手段と協力し、前立腺の細胞組織の動的励起を分析するための４Ｄ
ドップラー手段と一体となっている、前立腺の細胞組織を評価するためのパルス／エコー
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手段をさらに有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記超音波経直腸プローブは、さらに、前記超音波経直腸プローブの人間の男性の直腸
への機械的に支援された導入だけでなく、手動挿入を容易にするための光学手段で構成さ
れている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記自動スレーブ型生検サブシステムは、前記生検針の代用となる改良された生検針を
有しており、前記改良された生検針は、癌を根絶するために、前立腺の小型の癌の中心に
熱エネルギー又は薬物を与えるための手段を有するよう装備されている、請求項５に記載
のシステム。
【請求項１４】
　前記自動スレーブ型生検サブシステムは、前記生検針と交換可能な改良された生検針を
有しており、前記改良された生検針は、差別的なバイオインピーダンス特性を測定し、こ
れにより、前立腺の良性領域と悪性異常領域とを区別するために、前立腺の定められた異
常領域の中心に渦電流を導入するための手段を有するように装備されている、請求項５に
記載のシステム。
【請求項１５】
　前記生検針は、その前面が開口しており、その内面に等角のガイドを有する一体の側板
を有する、対称の楔型の先端部を有しており、等角ガイドは、前立腺からその後の抽出の
ために獲得した生体検査用の細胞組織サンプルを保有するために、デュアル矩形端部切断
刃に対して、前記側板の湾曲、及び、前記獲得された生体検査用の細胞組織サンプルの背
後に於ける曲線に強制的に沿うようにさせる、請求項６に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記自動スレーブ型生検サブシステムは、近接照射療法手続きに於いて、前立腺に放射
性シードを自動的に注入する手段を含むよう構成されている、請求項５に記載のシステム
。
【請求項１７】
　前立腺に放射性シードを自動的に注入する前記手段は、放射線堆積パターンに対して集
束及び制御を行うための不規則な放射線パターンを有する放射性シードを注入する手段を
有しており、これにより、生存細胞組織への不要な損傷を防ぎ、生検針の回転機能を提供
する手段と一体となっており、これにより、不規則な放射線パターンを有する放射性シー
ドの方向付けを制御する、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　自動スレーブ型生検サブシステムは、内部手術手続きに於いて、前立腺の癌を除去する
手段を有する、請求項５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前立腺内の選択された地点への前記生検針の方向付けに先立ち、ターゲット座標の照合
を提供する手段をさらに有する、請求項５に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記超音波経直腸プローブは、超音波検査用の連続通路を利用可能にするために、前記
超音波プローブが挿入されるルーメンに液体を満たすための手段を有する第１統合通路、
及び、自身に光ファイバープローブを挿入する手段を有する第２統合通路で構成されたカ
バーを備えている、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　高周波数超音波が、人間の男性の前立腺の疾病を検査、マッピング、診断および治療す
るためのモダリティ（modality）として採用される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記システムは、人間の男性の前立腺の疾病を検査、マッピング、診断および治療する
ための超音波以外のモダリティ（modality）を採用する、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に医療装置に関し、特に、人間の男性の前立腺に関する疾病（特に前立腺
癌）を検査、マッピング、診断、治療するための全体統合超音波システム、及び、プロセ
スに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、２００２年３月１１日付けで出願された米国仮出願「前立腺疾患の検査、診
断、マッピング、及び、治療に関する統合システム」（仮出願番号６０／３６２，９９２
）の利点を主張している。
【０００３】
　前立腺疾患は男性人口、特に、男性高齢者人口の間で蔓延している。特に、前立腺肥大
症（ＢＰＨ）と前立腺癌は、５０歳を越えた男性にかなり頻繁に見られる。事実、前立腺
癌は毎年約４万人の男性の死亡原因となっており、これにより、米国に於いては、肺癌に
次いで２番目に男性の死亡率の高い癌となっている。しかし、前立腺癌を早期発見し、効
果的な治療を行えば、この病気で苦しむ人の生存率は大きく改善される。残念ながら今日
採用されている前立腺癌の発見方法では、多くの初期ステージ（病期）の癌が未発見のま
まであって、及び／又は、痛みの伴う必要以上に多くの生体組織検査（生検）が診断に必
要とされていることから分かるように、高度な技術を有する者の手にかかった場合でさえ
も深刻に立ち後れていることが判明している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前立腺癌を発見する方法、及び、システムの効率、及び、有効性を高めるために、医学
は超音波に救いを求め、ここ数年、超音波が人間の男性の前立腺診断検査の遂行に利用さ
れている。この分野、及び、関連分野における進展例が、米国特許第５２８２４７２号、
米国特許第５３９８６９０号、米国特許第５８１０７３１号、米国特許第５９５２８２８
号、米国特許第５１７８１４７号、米国特許第５９１９１３９号、米国特許第５９５２８
２８号、及び、米国特許第６１６５１２８号である。こうした発明の業績にもかかわらず
、現在のところ、前立腺癌の正確な診断に不可欠な高度な分解能、及び、付随する精密性
を提供する検査システムや技術が存在せず、また、得られた結果に必須の再現性が達成さ
れていないという事実は変わらない。さらに、従来技術の技術、方法、又は、システムで
は、物理的苦痛、及び、精神的苦痛を最小限にして、人間の男性に於ける前立腺癌の疾病
（特に前立腺癌）の検査、マッピング、診断、治療を組み合わせる全体統合超音波アプロ
ーチを提供するものは存在しない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　したがって、本発明の第１の目的は、従来技術のシステム及びプロセスによって提示さ
れた問題点を取り除くことにある。人間の男性に於ける前立腺の病気を検査、マッピング
、診断、及び、治療するための全体統合超音波システムの提供により、この目的は達成さ
れ、付随する利点が獲得される。
【０００６】
　本発明に係る全体統合超音波システムに於ける第１要因は、早期のステージで前立腺癌
を確実に発見し、マッピングするための手段である。しかし、確実な発見とマッピングに
関する分野に於ける成功は、第２要因が該超音波システムに統合されない限り、直ちに受
容され、適切に利用されることはない。第２要因（さらに信頼性の高い生検を追加するこ
と、又は、癌組織の接触に対して正確に誘導された反応センサの活用）は、第１要因の結
果を確実に確認するための手段である。
【０００７】
　上記２つの要因からなる統合システムの供給により、治療が成功する確率が高い場合に
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於いて、前立腺癌を治療する機会が創出される。したがって、本発は初期ステージの前立
腺癌に対する、新しく、効果的で、患者に優しい治療法の導入だけでなく、今日の治療法
の結果を大きく改善するために提供する第３要因を有する。
【０００８】
　前立腺癌の状態に関するスペクトルの全領域に亘って、一貫して確実に発見することが
出来るように、本発明は、第４要因、即ち、幾つかの分析法を用いて、幾つかのセンサ入
力からのデータをリアルタイムで利用し、統合する能力を提供するエキスパートシステム
を有する（これはヒューマンパフォーマンス上の制約がある場合には実現不可能であるが
、該エキスパートシステムを使用することによって達成可能となる）。該システムに於け
る第５要因は、前立腺癌の発見及び治療に関わる医療費全体を削減するための優れた費用
対効果である。
【０００９】
　本発明に係る全体統合超音波システムの操作に於いて、下記の項目が適用される。
（１）一体となって作動する一つ以上の超音波センサパッケージ。
（２）複合分析技術。
（３）優れた超音波センサ性能のための恒常的で効果的な媒体。
（４）今日の科学技術で使用されている低周波の超音波に対する高周波の超音波。
（５）癌の疑いに関するレベル別前立腺癌マッピング。
（６）精密ターゲティングを備えた自動スレーブ型生検サブシステム 。
（７）友好的な患者、及び、医師の経験を創出するための設計理念。
【００１０】
　結果として、本発明は以下の能力を有する。
（１）一つ又は複数の癌が小型の場合、前立腺癌の早期発見をもたらす。
（２）連続する検査の内、変化したものを自動的、且つ、明確に特定する。
（３）特定の治療法に対してリアルタイムで治療の効果を追跡し、その他の治療法に対し
ては別の期間に対する追跡を行う。
（４）新しく、患者に優しい治療の選択肢を提供する。
（５）システム性能の証明として、病理学上の所見とシステム出力とのマッチングを創出
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　ここで図面を参照すると、図１は主要な要素を示すシステム全体の概略図である。シス
テム全体は符号８で特定されている。サブシステムは下記の通りである。調節可能な回転
患者椅子１は、デュプレックス支持構造の一つである９ａ上に順に取り付けられた垂直移
動部６上に支持されている。第２デュプレックス支持構造９ｂは、符号５で指定された経
直腸作動システムを有する。経直腸作動システム５は、所定の位置に係止された経直腸プ
ローブ４４と共に図示された経直腸プローブドックを搭載している。電子キャビネット１
０は背後に位置し、デュプレックス支持構造体９ａ及び９ｂに対して固定の関係にある。
経尿道作動システム２は、患者の鼠径部領域の位置に隣接した電子キャビネット１０の端
部に取り付けられている。前記経尿道作動システム２は、３つの自由度を有する。即ち、
該経尿道作動システム２は、患者の中心軸と交わるように前方に引き寄せることが出来る
。該経尿道作動システム２は、患者の個人差に対応するために、患者の中心軸に沿って数
インチ移動させることが出来る。また、該経尿道作動システムは、経尿道駆動支持アーム
１１の遠位端部を患者の陰茎亀頭に対して適切な関係を保って位置付けすることが出来る
ように、垂直面に於いて移動することが可能である。データ表示モニタ４及びコントロー
ルパネル３は、電子キャビネット１０の前面に取り付けられている。データ表示モニタ４
とコントロールパネル３の両方が調節可能なアームの遠位端部に位置しており、これらを
医師にとって理想的な位置に位置付けすることが可能である。
【００１２】
　図２は、直腸４３内の所定の位置にあり、前立腺４１に隣接する経直腸プローブ本体４
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４のプローブ部１８を示す、断面概略解剖図である。経直腸プローブ本体４４は、底辺を
通って空洞２０まで達する経直腸スキャナ１９ａ及び１９ｂの一つを示すために、透過図
として示されている。第２経直腸スキャナ１９ｂは、プローブに於ける中心線の片側に於
いて１９ａの真後ろに位置する。また、経直腸プローブ本体４４が透明であるので、経直
腸プローブ本体４４内に位置する円錐／ジンバル支持体８８が図示されている。経尿道ス
キャナ４７は経尿道カテーテル５２内を移動するが、該経尿道カテーテル５２は、尿道６
１及び前立腺４１を通って、フォーリーバルーン１２によって固定される膀胱４２に至る
まで医師によって挿入されている。重なり合う超音波ビーム１５及び１６は、経尿道スキ
ャナ４７及び経直腸スキャナ１４によって、それぞれ照射される。腫瘍４６は、ビーム経
路に於いて図示されており、両側から走査される。また、図２はジンバル８３を介して前
記腫瘍に配置された生検針４５を図示している。
【００１３】
　図３Ａ、３Ｂ、及び、３Ｃは、各（経直腸１４及び経尿道４７）超音波スキャナから放
射するビームパターン１６及び１５のそれぞれ、そして、実際の重複パターンを示す断面
概略図である。各パターンは疾患のある前立腺４１の輪郭に重ね合わせられており、走査
板に横たわる腫瘍部分４６の双方向走査を示している。
【００１４】
　図４Ａ、４Ｂ、及び、４Ｃは、患者椅子１及びその関連機構に関する上面図、側面図、
及び、断面図を示す概略図である。図４Ａは、順に支援プラットフォーム１１に取り付け
られたピボット１７を中心に旋回する椅子１を示している。図４Ｂは、中心線に対して患
者の位置を調節するための側方移動部２３を示している。図４Ｃは、上昇機構２４、及び
、椅子１に固有の傾斜動作を示している。
【００１５】
　図５Ａ、５Ｂ、５Ｃは、該椅子に関する同一の３図を示しているが、動的エラストグラ
フィ特性に対して使用される励起音響陰影を創出する、背もたれに位置する複数のアクチ
ュエータ２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ、２６ｅと、ベルトに位置する２７ａ、２７ｂ
、２７ｃと、臀部フェンスに位置する２８、２９ａ、２９ｂ、及び、２２ａ、２２ｂの位
置を定義している。
【００１６】
　図６は、差異のある剛性を有する領域に到達するエラストグラフィ圧力波の衝突を示し
ており、その結果、衝突波の方向、周波数、及び、力を変化させることによって、超音波
として検出可能な腫瘍の差異のある振動を最大にすることが出来る。
【００１７】
　図７Ａ、７Ｂ、７Ｃは、図５Ａ乃至５Ｃに図示された椅子に関する同一の３図を示して
いるが、図８に図示される浮動経直腸プローブ３８と共に使用される磁気式位置センシン
グシステム用のフィールド生成要素３５ａ及び３５ｂの位置を定義している。
【００１８】
　図８は、本来の位置にある上述の浮動経直腸プローブ３８を示す部分概略解剖図である
。同図は、前記浮動プローブ３８の一端に位置するセンシングコイル４０ａ及び４０ｂに
対する前記生成要素が創出した磁場３６の関係を示している。
【００１９】
　図９は、直腸４３内の本体の位置にある前記浮動経直腸プローブ３８を示す部分概略解
剖図である。特に、該図は前記プローブ本体に対する２つの磁気式位置センシングコイル
４０ａ及び４０ｂの位置と、アンビリカル３３への前記プローブ本体の結合を参照してい
る。
【００２０】
　図１０は、検出された腫瘍４６に配置された特別の診断針４５と共に、本来の位置にあ
る経直腸プローブ先端部１８、及び、経尿道プローブ４７の両方を示す部分概略解剖図で
ある。拡大挿入図に図示された前記診断針は、腫瘍の有効な高周波バイオインピーダンス
を計測する一組の検出コイル４８ａ及び４８ｂを有する。前記バイオインピーダンスは、
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腫瘍のステージと共に変化することが示されている。
【００２１】
　図１１は本来の位置にある経尿道カテーテル５２、及び、カテーテルフィーダ５３を示
す部分概略解剖図である。同図は、カテーテル１３内の本来の位置にあり、膀胱４２に突
出する光ファイバービューワ／ガイド５６を示している。光ファイバーの上端は、指針及
び診断の手助けとなるように、医師によって使用される画面表示を提供する小型ビデオカ
メラ５５で終っている。給水管５４は、ルアーフィッティング５７を介してカテーテルフ
ィーダ５３に取り付けられることが示されている。
【００２２】
　図１２は、図１１に図示された図と同一図を示す部分概略解剖図であるが、図１２では
光ファイバービューワ／ガイドがカテーテル／カテーテルフィーダアセンブリから抜き取
られている。
【００２３】
　図１３は、図１２に図示された図と同一図を示す部分概略解剖図であるが、尿道前立腺
部５３の上部括約筋内に位置するカテーテルの遠心端部の適切な先頭位置まで、経尿道超
音波プローブ４７がカテーテルを介してカテーテル５２内に挿入されている。
【００２４】
　図１４は、尿道６２内にあるカテーテル１３の拡大断面を示す部分概略解剖図である。
カテーテル６９の遠位開口部が、前記遠位開口部６９を介して突出している光ファイバー
ビューワ／ガイド５６と共に図示されている。カテーテル６４を満たし、主要なボーラス
６１を形成するための前記遠位開口部を介して押し出された水が図示されている。
【００２５】
　図１５は、カテーテル１３／カテーテルフィーダアセンブリ５３の詳細を示す部分概略
解剖図である。通路、ウォーターインレット７２用のルアーフィッティング、挿入された
プローブ周辺の水漏れを最小限に抑えるシーリング０型リング７１、及び、経尿道位置決
めアームの遠心部に位置するレセプタクルにカテーテルフィーダを取り付けるために使用
されるプッシュインラッチ７３が図示されている。
【００２６】
　図１６Ａ及び１６Ｂは、経直腸プローブ１８の一般的なレイアウトに関する前部擬似透
視図、及び、側部断面図を示す部分概略図である。前記前部擬似透視図（図１６Ａ）に於
いて、２つの補完的走査超音波システム１４ａ及び１４ｂが、経直腸プローブの側部の（
前立腺に対して）前向きの空洞／ウインドウ１９に位置していることが図示されている。
また、前記前部擬似透視図は、動的エラストグラフィ多角度励起システムの一つの要素で
あるスロットアパーチャ８４を示している。空洞１９は、被覆コンドーム８１に適合する
ように形成された剛体プローブ先端部支持構造８０の前部に関する断面図である。該コン
ドームは、プローブ先端部１８及びプローブ本体４４の表面全体を被覆する。該コンドー
ムの肥厚した後壁内に収容されているのは、光ファイバービューワを収容するためのルー
メン、給水管、及び、エア抜き管であり、これら全てが（図２１に詳述された）コンドー
ムのエンドキャップに於ける開口部で終結している。該コンドームは、音響的に透過する
ウインドウとして機能するデュアル超音波スキャナ１４ａ及び１４ｂを収容する空洞１９
の前壁を形成する。
【００２７】
　図１７及び１８は、前記経直腸超音波プローブに於けるデュアル超音波スキャナ１４ａ
及び１４ｂによって放射されたデュアルビーム１０１ａ及び１０１ｂの関係を示す部分概
略図である。該ビームが腫瘍４６を通り抜ける際に、図示されているように異なる角度の
音響陰影１０２を引き起こす。
【００２８】
　図１９、２０、２１は、前記経直腸プローブに於ける３箇所の断面を示す部分概略図で
ある。図１９は、３つのルーメンを収容する肥厚した後壁を有するカスタムシリコンコン
ドーム８１を図示している。セントラルルーメン８８は、経直腸プローブの挿入中に、直
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腸の視診を可能にする光ファイバービューワ用の通路である。他の２つのルーメンが前記
ルーメンの片側に位置し、その内一つは超音波の搬送手段として機能する水８９で直腸を
満たすためのルーメンであり、もう一つは直腸に閉じ込められた任意の空気用のエア抜き
９０として機能するルーメンである。図２０は、経直腸プローブのバックボーン８０を示
しており、該バックボーンは前記コンドーム８１の内部形状に適合するように、後部に於
いて平板化されている。前部はデュアル超音波スキャナ１４ａ及び１４ｂを収容する空洞
１９を形成するための断面である。動的エラストグラフィ励起器用のジェネレータ９１の
断面が超音波スキャナ間に図示されている。図２１は、バックボーン８０を囲み、これに
適合する所定の位置にあるコンドーム８１を図示している。コンドーム８１の前部は、デ
ュアル超音波スキャナ１４ａ及び１４ｂを収容する空洞１９の外壁を形成する。
【００２９】
　図２２は、経直腸プローブの全体４４を被覆するコンドーム８１の側面図を示す部分概
略図である。前述のルーメンは本体背面の下まで続いており、注水、エア抜き用の付随す
るチューブ９５ａ、９５ｂで終わっており、ビデオカメラ９４で終結し、漏出防止部９８
を介してルーメン８８に至る光ファイバービューワ９１の挿入用である。
【００３０】
　図２３は、経直腸プローブ本体４４のプローブ先端部１８との連結部が、矢状面に対し
て曲がった頸部領域に於いて柔軟であることを図示する部分概略図である。
【００３１】
　図２４は、直腸４３内に於いて本来の位置にある経直腸プローブ先端部１８を示す部分
概略解剖図である。同図はスレーブ型生検針１０４が前立腺４１内に位置する腫瘍４６に
配置された場合に、コンドーム８１を貫通することを示している。
【００３２】
　図２５Ａ及び２５Ｂは、経直腸プローブ本体４４がスレーブ型生検針機構ハウジングに
取り外し可能に取り付けられる方法を示す部分概略図である。非対称入れ子式内部円錐１
１０、及び、非対称入れ子式外部円錐１１３の結合設計は、経直腸プローブ本体４４を前
記スレーブ型生検針機構支持構造１０９上の適切な位置及び配置に誘導し、磁気ラッチ１
１１及び１１２が経直腸プローブ本体を保持する。これらの図は固定前の要素を示してい
る。
【００３３】
　図２６は、固定が完了した後の図２５Ａ及び２５Ｂと同一の要素を示す部分概略図であ
り、円錐１１３に入れ子された円錐１１０がプローブ先端部１８の内部に於ける適切な位
置にジンバル８３を移動させる。
【００３４】
　図２７は、ハウジング内のスレーブ型生検機構を示す部分概略図である。同図は名目上
の安静位に於ける該機構の可動部分の関係を示している。１２０は支持構造であり、１２
１は回転移動部であり、１２２は角度移動部であり、１２３は進入移動部の深度である。
１２４はニードル駆動部であり、１２５は内部円錐１１０の先端部に取り付けられたジン
バル８３から吊り下げられたニードルガイドチューブである。機構全体がカバー２６内に
収容されている。
【００３５】
　図２８は角度機構１２２が極端に移動した場合の図２７と同一の要素を示す部分概略図
である。
【００３６】
　図２９は、図２７及び２８と同一の機構を示す部分概略図であり、該構造は患者の身体
構造上の個人差にも拘らず、患者との最適な固定を容易にするための角度調節可能な円錐
支持構造１０９内に取り付けられる。
【００３７】
　図３０、３１、３２、３３は、検出された腫瘍に配置される特別のツールに関する一連
の動作を示す部分概略解剖図である。図３０は、腫瘍４６内に配置された浸軟針１３０及
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び浸軟フレイル１３１を示している。図３１は、腫瘍を含む容積を液状に変形させるツー
ルを示している。図３２は、浸軟フレイル１３１の除去後に浸軟針１３０によって抽出さ
れた液体が、腫瘍が存在した空洞１３２からが離れることを図示している。図３３は、患
者自身の組織から取り出され、適切な量の抗癌剤を有するコラーゲンゲル１３３で満たさ
れた空洞を図示している。
【００３８】
　図３４、３５、３６、３７は、同様の一連の順序に関する図を示す部分概略解剖図であ
る。これらの図は、空洞を充填する代わりに、フレイルの除去後に、１３５で示された空
洞を崩壊させるために、針１３０による吸引機能が使用されるという点に於いてのみ異な
っている。その後、組織接着剤が開口部を密封するために使用される。
【００３９】
　図３８は、端部摘出生検針の切断要素を示している。該切断要素は、順にフレキシブル
プッシュロッドの端部に取り付けられた矩形スライダ要素の対面に恒久的に取り付けられ
た２つの薄い矩形端部切断刃で構成されている。前記プッシュロッドは、手動制御又は自
動制御が可能な、バネ付き機構、空気圧式機構、電磁気機構等、多くの機構の内、何れか
の機構で駆動することが可能である。スライダ要素、及び、プッシュロッドは、摘出段階
に於いて細胞組織に強制的に配置されている場合に、ニードル内に閉じ込める可能性のあ
るガスから、ガス圧を軽減するセントラルルーメンを有する。
【００４０】
　図３９、４０、４１は、側部からの針に関する３つの断面図を示している。図３９に於
いて、切断要素は針の開口部を空けた状態で完全に退避した状態にある。図４０は、切断
要素が前進し、切断刃が槍状側板ガイドの湾曲に沿って進み始めていることを示している
。
【００４１】
　図４２及び４３は、針の矩形断面、及び、切断刃に対するガイドの配置と適合を示す一
連の図である。図４２は、細胞組織サンプルを切断し、取り囲むために十分に伸ばされた
切断刃を示している。図４３は、生体組織検査の摘出段階に於ける針の開口端部を示して
いる。
【００４２】
　図４４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄは、針の矩形断面、及び、側板ガイド内に於ける切
断刃の適合を示す一連の図である。
【００４３】
　図４５は、そうした形状が望ましい状況で使用される同一の切断機構を備えた曲線状の
代替針を示している。プッシュロッドは柔軟性があるので、湾曲の度合いは任意であり、
ニーズに合わせられる。
【００４４】
　図４６は、統合支援プラットフォームに位置する患者を示す部分概略図である。同図は
、補完的システム要素の全てを正確に配置するために、空間的に適切な地点に患者の肛門
を位置付ける際に、医師を支援するレーザー照準ジェネレータ１６１の使用を図示してい
る。
【００４５】
　該システムの創出及び使用に関する詳細な説明は下記の通りである。デュアル診断プロ
ーブを快適な位置に配置するために、患者個人の身体構造上の要求に応じて、患者は水平
方向に対して０乃至２０度の角度で調節可能な電動椅子にもたれかかる。この調節は、医
師によって完全に管理される。患者が容易に座ることが出来るように、椅子自体が回転し
、高さを下げる。患者が着席すると、患者を中心線に合わせるために、椅子は高さが上昇
し、回転し、医師が選択した角度に倒れる。レーザー照準は、患者の最適な初期位置を得
るために、３次元空間に於ける参照点を提供する。患者の最終位置が該手続き用のデータ
ファイルに記録され、その結果、以後のあらゆる検査に於いても再現性を確実にするため
に同一位置に戻ることが可能となる。該椅子に取り付けられたさらなる機能要素は、経直
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腸プローブの絶対位置の追跡及び記録に使用される磁気式位置センサのサブエレメント、
及び、動的エラストグラフィ分析オーグメンテーションサブシステム用のドライバ要素の
腹部のセットを含むが、必ずしもこれに限定されることはない。様々なベースラインの生
理学的モニタが、患者の状態の監視を簡素化するために椅子のクッションに組み込まれて
いる。
【００４６】
　デュアル診断プローブは、経尿道プローブと経直腸プローブである。詳細及び使用方法
は下記の通りである。医師との相互関係によって、前記プローブの使用に対する関係及び
手続きが定義される。経尿道サブシステムは幾つかの要素で構成されている。線形駆動部
、回転駆動部、及び、信号／パワー／機械コネクタを有する超音波センサ駆動システムは
、患者の鼠径部領域上方の移動可能な機構に取り付けられている。これは、他のタイプの
カテーテルの導入に対して一般的に実施されているように、原則的に垂直位で経尿道プロ
ーブをペニスに導入することを容易にする。身体構造上の患者の個体差を調整するために
、駆動システムを垂直面に於いてスライド可能に移動させることが出来る。また、該駆動
システムは、該手続きの他の部分に於いて作業空間を確保するために、患者からスライド
可能に離れることが出来る。超音波診断プローブ用の信号／パワー／機械コネクタは、経
尿道駆動垂直移動部の遠位先端部に向いている。該垂直移動部の遠位先端部には、経尿道
カテーテルの上端部を形成するカテーテルフィーダが挿入される容器が位置している。こ
のことは、超音波診断プローブを接続するために、カテーテルの先端部と経尿道駆動部の
適切な関係を維持する２つの目的を果たし、また、カテーテル／内視鏡の組み合わせが患
者の前立腺内の正しい位置に挿入された後、カテーテルと患者の関係を保持する機能を果
たす。経尿道カテーテルは、直径１２－１４フレンチ（Ｆｒ）であり、個別の患者に適し
た長さである。カテーテルは、医師によって、同軸上に含まれた多関節形状の光ファイバ
ースコープをガイドとして使用し、ペニス及び前立腺を通って、膀胱まで挿入される。該
手続きの最初の時点に於いて、前記多関節光ファイバーは、カテーテルの長さ分だけ通り
抜け、その結果、多関節部分がカテーテルの遠位端部に於ける小型の開口部から突出する
。カテーテルの近位端部が取り付けられたカテーテルフィーダ駆動部を介して、カテーテ
ルのルーメンに水が流される。カテーテル及びカテーテルフィーダは恒久的に接続され、
単一ユニットとして供給される。カテーテルフィーダは多くの機能を実行する。カテーテ
ルフィーダは、上から下まで通路を備えたプラスチックブロックで構成されている。埋め
込まれた通路に於いて、光ファイバー及び診断プローブが挿入される軟質のシリコンゴム
０型リングが通路の上端に存在し、その結果、診断プローブが通路を通過し、カテーテル
に至る。０型リングは、サイドポートを介して通路に導入される水が通路を流れ落ち、ス
ピゴットフィッティングによりカテーテルフィーダの底に取り付けられたカテーテルに流
れることを確実にする漏出防止部を形成する。水は光ファイバー周辺を流れ、光ファイバ
ーのシャフト周辺の先端開口部を介して流出する。これにより、カテーテルが尿道内を前
進する際に、カテーテルの前方に水のボーラスを形成する。該ボーラスは光ファイバーガ
イド及びカテーテルの通過用に尿道を開き、尿道の内部を滑らかにする機能を果たす。ま
た、前記水の流れによって、該手続きに於いて患者の不快感を軽減する局所麻酔薬を運ん
でも良い。前記水は、カテーテルフィーダのサイドポートに取り付けられたルアーフィッ
ティングを介して、低圧力で導入される。カテーテルの遠位端部は、確実に外部表面を完
全に湿らせるために、さらに開口部を有しても良い。医師は該関節によって、尿道を通っ
て膀胱まで光ファイバーを誘導するために、表示スクリーンを使用する。尿道、前立腺、
及び、膀胱の内部をこの方法で観察することができ、同時に光ファイバーシャフトがカテ
ーテル用の同軸ガイドワイヤとして機能する。膀胱の光学検査の後、光ファイバーは前立
腺の上部括約筋内の地点まで引き抜かれる。ここで、カテーテルの遠位先端部を光ファイ
バーの先端部と一致するように前進させ、該診断走査手続きのために前立腺に対して正し
い関係に設置する。ここで、超音波駆動機構の垂直移動部の係止を解除し、該機構が非可
動の状態に達するカテーテルフィーダブロックの直接隣接した地点まで手動で移動させる
。前記カテーテルフィーダブロックは、この段階で遠位レセプタクルに挿入されている後
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部に突出するラッチ機構に取り付けられており、残りの手続きに於いて、患者と経尿道超
音波駆動機構の正しい関係を保持する。この時点で、光ファイバーはカテーテルフィーダ
を介して、カテーテルのルーメンから完全に引き抜かれる。カテーテルフィーダのサイド
ポートを介して、光ファイバーが引き抜かれる際に、水はカテーテルのルーメンを流れ続
ける。これにより、超音波診断プローブを挿入するために、ルーメンを水で満たした状態
にしている。
【００４７】
　ここで、医師はカテーテルフィーダの上部ポートを介して、超音波（又は、所望のモダ
リティ）検査プローブを挿入する。検査プローブの遠位端部を既に所定の位置にあるカテ
ーテルの遠位端部に到達するまで前進させる。光ファイバーの通過を可能にした先端開口
部は、診断プローブよりも小さいので、カテーテルの端部は適切な位置で診断プローブの
前進移動を停止する。水は検査プローブの移動を容易にし、先端開口部から強制的に流出
させた水の量が尿道前立腺部を満たし、その結果、挿入された超音波検査トランスデュー
サアセンブリが臓器の内腔を満たす水溶液に於いて動作可能となる。意図しているのは、
前立腺の容積に最適な超音波透過を与えることである。
【００４８】
　第２診断プローブは、経直腸に導入される。前記プローブは、患者間の身体構造上の僅
かな個人差により適切に対応するために、フレキシブルに取り付けられている。前記プロ
ーブはまた、最適な超音波透過の為に直腸へ注水するために、プローブカバー内に通路を
有する。直腸が水で満たされる際に、第２通路は残留した空気を徐々に減らす機能を果た
す。また、前記プローブは、プローブカバーに於ける第３通路内に常駐する第２光学シス
テムを有しており、プローブの遠位端部の前に広角視野を与える。このように、プローブ
が体内に常駐し、体内から取り除かれる検査期間に於いて、直腸内部の異常を検査するこ
とが出来る。
【００４９】
　経直腸プローブの好ましい実施形態は下記の通りである。即ち、直腸を垂直に進む単一
振動超音波トランスデューサヘッドの代わりに、経直腸プローブが２つの走査ヘッドアセ
ンブリに対応すべく機械的に改良されている。該２つのアセンブリは、大きさ及び構造が
同一であり、アセンブリ間の間隔に平行して、前立腺の領域を確認することが出来るよう
に取り付けられている。こうした２つのアセンブリは、縦軸に沿って同時に進む形で機械
的に結合されている。さらに、駆動電子機器がパルスの発生、及び／又は、各アセンブリ
から同時又は順にパルスを受信することができ、総合的な診断能力に於いて、陰影分析に
対するさらなる手段を提供する。そうした処理によって位相配列に対応することが可能で
あるか、若しくは、各アセンブリが該システムの潜在能力を向上させるために異なる周波
数で動作することが可能である。
【００５０】
　経直腸プローブの第２の代替実施形態は、生体組織検査に対する要求が予想されない場
合に於いて、患者の快適性に関して最適化されている。こうした状況下に於いては、内蔵
型経直腸プローブは生検プローブの拡大された頸部を必要とせず、それ故に、データ収集
プローブを引き抜くこと、及び、制御装置との電子信号及びデータ信号の送受信という２
つの目的の為に、小型ケーブルのみが肛門を通過する。前記プローブは、前述の経直腸プ
ローブとして同一の診断目的を果たす。それは、プローブの位置及び角度が磁気式位置決
めシステムによって決定及び記録されるという点だけが異なっている。前記浮動性システ
ムは、（ａ）検査中に肛門の膨張（経直腸検査に付随する患者にとって不快な第一原因）
を最小限にすること、及び、（ｂ）患者間の直腸の構造及び角度に於ける個人差に適応す
るための本質的に無限の柔軟性、といった長所を有する。同時に、該システムは、直腸内
に於けるプローブの正確な位置決めに関する記録情報を提供し、その結果、後に患者が再
走査、及び／又は、生体組織検査を必要とする場合に、再現性を目的として、第２プロー
ブの挿入を第１プローブと同一の空間座標及び角度にすることが可能である。
【００５１】
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　２つの超音波スキャナ（経直腸及び経尿道）は、機械移動部の一端に於ける起点から該
移動部の他端のハードストップまで、番号付けされた順序ステップで、前立腺を含む空間
の容積を軸方向に移動する。各ステップは１つの走査スライスに相当する。超音波データ
は、一連の断層型スライスとして獲得され、各スライスの厚さは１乃至２ｍｍ程度である
。
【００５２】
　ソフトウェアは、容積測定分析を行い、その後で患者の前立腺に関する疑惑マップのレ
ベルとして医師に提示するために、獲得したスライスデータをまとめて３次元画像スタッ
クにする。疑いのある領域に関する空間的な位置がコンピュータによって決定され、医師
に表示される。疑いのある領域が発生する番号付与されたスライスが、各検出された構造
の軸方向の位置を規定する。
【００５３】
　作動スピード、機械的なロバスト性、安全性、及び、患者の快適性を向上させるために
、生検針は、スライス内の位置と同様に、縦軸に対する三角形を算出するオフセット生検
システムを使用する。
【００５４】
　前記オフセット機構は、照準制御用の高精度な機械ツールに使用される機械移動部と類
似した機械移動部の使用を可能にする。また、前記オフセット機構は、医師が指定した地
点に正確に生検針を打ち、生検サンプルを取得し、その後、患者の外傷を最小限に抑える
為に針を極めて迅速に摘出する、空気圧作動式生検針起動システムを使用することが出来
る。高速の該空気圧式システムの副次的な利点は、針が打たれている細胞組織の慣性によ
って、該組織を移動させる前立腺に針が貫通する可能性を低減する傾向があるということ
であり、これにより、ターゲット領域を照準から押し出す可能性がある。
【００５５】
　また、前記オフセット機構によって、生検針及び含有サンプルを容易に除去、置換する
ことが可能となる。改良された生検針は、システム性能をさらに向上させるべく設計され
ている。従来の生検針は斜型先端部を使用し、サンプルの長軸上で細胞組織を切断するこ
とにより細胞組織サンプルを取得する。こうした設計上の両特性は好ましくない副作用を
有する。針が細胞組織を通過する際、特に、偶然に針の通路がより高密度な細胞組織領域
を斜めに横切る場合、斜型先端部によって針の方向が側部（「平面」）に逸れる。現在の
生検針のさらなる欠陥は、サンプル収集機構の縦の剪断動作によって、病理学者が確認し
たい細胞組織の変形よりも多くの細胞組織の変形を生成する可能性があり、これにより、
診断がさらに困難になるということである。細胞組織があまりにも高密度である場合には
、現在の設計では細胞組織サンプルを回収しないこともある。改良された針の設計は、所
望の通路から逸脱する傾向が殆ど、又は、全くない、スクエア断面が左右対称の「槍」型
先端部を有する。細胞組織サンプルを「はさみ」取る対向切断刃によって細胞組織サンプ
ルを切断し、取り囲む設計が端部摘出設計なのである。病理学者がより正確な検査及び分
析を行うために、そうした処理では細胞組織を変形させることがより少ない。
【００５６】
　安全機能として、医師が生検位置を選択した場合に、コンピュータはＸ及びＹニードル
ガイド移動部を正しい位置に設定し、その後、貫通深度を制御するためにＺ移動部を設定
する。前立腺の境界は、生体組織検査が実行される地点のスライス番号及び算出された位
置と共に画面上に表示される。
【００５７】
　さらに安全性を考慮すると、移動部の各軸に取り付けられた独立センサは、コンピュー
タの命令を受けて機械移動部の実際の位置を検証する。該位置が画面上に表示され、算出
されたスライス番号に一致するはずである。医師は該比較を行い、一致した場合には、「
生検装備」制御を起動させる。該ステップが達成された場合にのみ、コンピュータは「生
検針作動」コマンドボックスへのアクセスを許可する。該機能性は、他の如何なる生検シ
ステムによっても開示されていない。
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【００５８】
　ここで、検出された癌の疑いのある領域が、実際に悪性であるか否かを決定する代替方
法を開示する。経尿道プローブに取り付けられた小型コイルが、前立腺の容積に拍動フィ
ールドをかけるために使用される。該フィールドは、特別改良された生検針に取り付けら
れた補完コイルによって検出される。センシングコイルの検出感度は、前記生検針の先端
を直接囲む組織、即ち、生検針が向けられた癌の疑いのある領域のバイオインピーダンス
によって調節される。悪性の癌のバイオインピーダンスは、良性腫瘍のバイオインピーダ
ンス、又は、正常な細胞組織とは著しく異なることが研究によって示されている。該デー
タは、癌の疑いのある領域が呈する危険性を裏付けるため、又は、該危険性を即座に示唆
するために使用することが出来る。該手法は多くの細胞組織に対して機能し、レーザー蛍
光に必要な直接暴露を必要としないので、文献で報告されてきたレーザー蛍光法に対して
利点があるのではないかと思われる。代替実施形態では、生検針に直接取り付けられた２
つのコイルを使用することになる。そうした配置により、さらに局部的な解釈を与えるこ
とになる。医師は、密封された殺菌可能なタッチコントロールを介して、コンピュータと
情報のやり取りを行う。医師はタッチパッドを使用して、一組の全画面照準の交点を所望
の領域の中心にスライドさせ、選択ボタンに接触することによって、生体組織検査を実行
しようと考えているターゲットを選択する。
【００５９】
　殆どの制御が、一連のスクリーン上のダイアログボックスのネスト化されたメニュー形
態を取っている。制御メニューは、スクリーン上に少数の文脈依存型制御のみを常時表示
する階層となっている。現在選択されている制御に関する機能を定義する、フルタイムの
文脈依存型ヘルプウインドウが存在する。安全上の理由から適切な活動に対しては、ヘル
プウインドウに必須のチェックリストが追加される。該チェックリストの各要素は、次の
制御が表示される前に、医師によって確認の印が付けられなければならない。コマンド機
能が有効になる前に、全てのチェックリスト要素がクリアされなければならない。
【００６０】
　これら及び他の泌尿器系の手続きに於いて患者の位置決めを行う際に、柔軟性と精度が
最大となるように、特別の椅子が組み込まれる。該椅子は、患者の出入りが容易になるよ
うに設計されている。該椅子は、快適さの点では個々の患者のサイズに即座に適合し、患
者の位置決めに対して複数の自由度を有する。該システムは、患者の肛門が経直腸センサ
プローブの挿入に対して最適なポジションに位置するように、医師が患者を移動させる際
に支援するレーザー照準位置決めシステムを組み込んでいる。
【００６１】
　経直腸システムは、デュアル側部捜査超音波プローブを使用する。該プローブの上部は
走査トランスデューサカプセルで構成されており、直系が１インチ未満で、長さが４イン
チ未満であり、円錐状の丸い先端部を有する。使用時には、外面が使い捨てカバーで完全
に被覆される。該カバーは、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）に事前に承認された材料ででき
ている。該走査トランスデューサカプセルは、カプセルの中を縦方向に平行に移動する複
数の走査トランスデューサシステムを内蔵している。該トランスデューサの頭部は、約２
ｍｍずつ縦軸に沿って移動する。各移動ステップは、前立腺の横軸断面に対して連続して
番号付与されたデータスライスに一致する。各移動ステップに於いて、両トランスデュー
サ頭部は、前立腺を含む容積を走査することになる。その結果は、尿道内で作動する協調
した第２システムによって実行される補完的走査と重なる一連の幅広く薄い前立腺への走
査である。前立腺を多数の薄型スライスに電子的に解剖するということが総合的な効果で
ある。その後、それらのスライスはエキスパートシステムソフトウェアにより統合、分析
され、レベル別の疑惑マップが医師に提示される。さらに、必要に応じて、その後、コン
ピュータによって提供された仮想空間に於いて、医師がそれらのスライスを調査し、操作
することが出来る。第２の代替経直腸センサ配置は、各機能を最適化するために、異なる
タイプのトランスデューサに対する送受信機能を分離することである。
【００６２】
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　患者の身体構造上の個人差に対応するために、矢状面に於いて前後の移動範囲を有する
ように、経尿道走査トランスデューサ生検カプセルがヒンジ関節部に取り付けられている
。データの相関関係に対して経尿道プローブ及び経直腸プローブの正確な位置及び関係を
提供するために、磁気式位置決めシステムが提供される。
【００６３】
　センサカプセル底面の下方に於いて、経直腸プローブの残りの部分は、肛門を通過する
曲線状の頸部で構成されている。手動挿入が望ましい場合、センサカプセルは医師によっ
て保持されるハンドピースの先端部に取り付けられている。該ハンドピースは、直腸内の
極端に奥まで挿入されることを防止するためのストップとしての機能を果たす丸いバルジ
に於ける頂点で終っている。該ハンドピースの下端は、スレーブ型生検機構を収容するキ
ャニスタの頂点に連結し、係止されている。頸部の外面は、うなずき運動の屈曲に対応す
るだけでなく、最適な超音波環境を提供するために、直腸内に注入されている水を保持す
るための漏出防止部として機能するセンサカプセルのカバーの連続部分によって被覆され
ている。
【００６４】
　経直腸プローブの頸部は、前述のオフセット生検機構用の回転軸であるジンバルニード
ル出口を取り外し可能に取り囲んでいる。オフセット生検機構は、下記の部位で構成され
る。
【００６５】
　生検機構用の球状ジンバルは、中空の円錐形状の支持機構の頂点に位置するソケットに
取り付けられている。ニードルガイドチューブの出口は、球形ジンバルの中心を通過する
。ニードルチューブはジンバルから該円錐の下まで吊り下がっており、これにより、該円
錐の境界内に於いて任意の角度まで移動する完全な自由度を与える。チューブの上端は球
体の表面と同一平面になっており、一方、チューブの下端は下方に突出し、ジンバルとス
レーブ型生検機構の残りの部分との間のカプラーとして機能する。
【００６６】
　前記ジンバルは、Ｘ、Ｙ、Ｚ生検針位置決め機構、及び、生検起動機構を収容するキャ
ニスタの頂上に恒久的に取り付けられた支持円錐の先端部に取り付けられている。
【００６７】
　経直腸プローブのハンドピースが前記キャニスタの頂上に設置される場合、前記ジンバ
ル及び円錐は、経直腸プローブのハンドピース内部に位置するきっちりと閉まった円錐状
ソケットに到達し、位置付けられる。
【００６８】
　経直腸プローブのハンドピースが前記支持円錐上に位置する場合、該ハンドピースはロ
ックされた状態となる。該ロック動作が実行されると、ジンバル円錐は経直腸ハンドピー
スの内部ソケットを満たし、スレーブ型生検出口と経直腸センサ移動部との幾何学的関係
を確定し、こうしてシステムソフトウェアに対して既知の座標入力を供給する。プローブ
カバーから針が出る地点の下方及び近傍に於いて、前記カバーには任意の隣接する肛門組
織を押し下げ、生検針が打たれる空間から押しのける機能を果たす膨張性リッジが備えら
れている。円錐ソケットの外側に於いて、カバー頸部の壁部は外部の円錐の傾斜に沿って
位置し、スキャナの移動を作動させる様々な機械要素を通過させる多くのルーメンを収容
する。直腸に存在するガスの除去、超音波水溶媒の導入、及び、直腸内部の検査用の光フ
ァイバーシステムの配置をもたらすダクトが、使い捨て可能なプローブカバーの肥厚した
後壁に備えられている。給水管は使い捨て可能なカバーの延長部分であるので、該チュー
ブもまた、患者間の清潔さを保つために使い捨て可能になっている。通路を内部に有する
のではなく、プローブ用に改良されたコンドーム型カバーに通路を組み込むという概念は
、診断プローブの内部を分離し、洗浄プロセス及び殺菌プロセスを大いに簡略化する。
【００６９】
　マッピング、分析、及び、検出システムの感度を向上させるために、システム全体に対
する強化として、本システムに於いて利用可能な一連の利用可能な診断技術に、動的エラ
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ストグラフィと呼ばれる音響／超音波技術を実行する能力がサブシステムとして追加され
る。本実施形態は、さらに洗練された励起方法を使用するという点で、該技術に関する前
例と異なっている。該技術の他の実施例は、集束超音波剪断波、機械カム型組織変位、又
は、音響音声コイル型励起器をこれまで使用してきた。上記全てが単軸提示、制限された
周波数及びパワー性能を使用する。
【００７０】
　本発明に於いては、より高度な保磁力、より幅の広い励起スペクトル、及び、励起の提
示に関する異なる角度を選択する能力を提供することを意図している。前立腺内で異なる
剛性モードを励起するために前立腺への提示角度を変更可能な場合、結果的に、利用可能
なより高パワーで調節可能な励起を供給することになり、これにより、前立腺内の任意の
既存の病状からのデータ取得、及び、該病状の分析に対する動的エラストグラフィのプラ
スの効果を高めることになる。該励起要素は、圧電性物質に基づいている。圧電性物質は
、他の種類の音響ジェネレータに比してより高度な保磁力を生成するので、動的エラスト
グラフィに関する任意の以前の技術に比して、完璧に適しており、さらなる性能を提供す
る。１セットのトランスデューサが下腹部に外部から取り付けられる。該トランスデュー
サは、調節可能なベルト状の装置に収容されている。第２のトランスデューサのセットは
、患者の臀部に対してぴったりと適合するように調節され、本システムの特別に設計され
た椅子に組み込まれているスライド可能な「臀部フェンス」に取り付けられている。第３
のトランスデューサのセットは、患者の背下部の下方に位置する。第４のトランスデュー
サのセットは、診断超音波が前立腺内部を走査するウインドウの上下方向に位置する経直
腸プローブの表面に組み込まれている。これらのトランスデューサグループの組み合わせ
を使用することにより、前立腺に於いて多くの異なる方向から励起波を生成することが出
来る。これは、前立腺内に存在するあらゆる病態に関する識別、位置、診断に対するプラ
スの効果を伴って、前立腺内の振動に関する利用可能なモードを励起することが可能であ
ることを意味する。これらのトランスデューサは、変調され、周波数掃引された音波を腹
部に照射し、これにより、前立腺を含む内部構造の振動を引き起こす。振動が様々な細胞
組織の粘弾性特性と最も強く相互作用を起こすので、この手法により、異なる「剛性」の
領域を個別に振動させる。その後、この運動パターンは、本システムに含まれたパルスエ
コードップラー超音波インタロゲーションによって検出される。該手法は、前立腺癌が小
型であるか、又は、通常のグレースケール画像に於いて特徴を識別する能力が欠如してい
るために、通常検出されない前立腺癌の検出能力を向上させ、視認可能な状態にする可能
性を有している。経時的なドップラー血流測定（４Ｄ）を実行する能力を含めることによ
り、該システムに対するさらなる強化となる。
【００７１】
　患者のデータに関する首尾一貫したアーカイブのおかげで、全ての測定及び走査を時間
毎に正確に繰り返すことが可能となり、病状の進行を追跡し、定量化する、各検出された
病状に対する経時変化履歴、及び、エキスパートシステムのさらなる側面を生成するため
に自動デジタル相関が使用される。
【００７２】
　小型で、検出され、確認された癌の場合に、診療に適切な治療システムを含めることで
、本スレーブ型生検サブシステムに対するさらなる強化となる。検出された癌に対して打
つことが可能で、癌細胞内の所定の位置に停止する特別の生検針を使用することが可能で
ある。該針に組み込まれた先端部は、癌細胞を死滅させる摂氏４３度を超える温度まで周
辺細胞組織の温度を上昇させることが可能な発熱体を含んでいる。壊死した細胞組織は生
きた細胞とは異なる超音波のリターンを生成するので、死滅した細胞組織の容積が検出さ
れた癌の以前マッピングされた容積に比して大きいか否かを検証するために、死滅した細
胞組織の領域をリアルタイムで監視することが可能である。また、このデータをアーカイ
ブすることによって、全ての癌を実際に死滅させたか否かを検証するために、病状の経時
追跡が可能となる。
【００７３】
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　検出された腫瘍が大き過ぎて上述の温熱手法を使用することが出来ない場合に、粘性担
体に組み込まれた強力な抗癌剤を検出された腫瘍に直接注入する能力を提供することによ
って、本スレーブ型生検サブシステムのさらなる強化となる。検出された大型の癌に対処
するための内部外科システムを提供することによって、本発明に関するさらなる強化とな
る。該システムは、腫瘍内の細胞組織を均質化するための特別の針を使用し、その後、結
果として生じた残骸を吸引する。癌がいったん破壊されてしまうと、悪性の細胞組織の完
全摘出がレーザー蛍光法によって（又は、生成された空洞内から上述のバイオインピーダ
ンスシステムを使用することによって、又は、代替案として、検出された腫瘤に関する保
存された画像上に超音波マッピングされた空洞の画像を重ねることによって）検証される
。生成された空洞の大きさに応じて、空洞を崩壊させるために、空洞内に真空状態を作り
出し、その後、空洞を塞ぐために細胞組織接着剤を注入することによって、前記空洞を閉
鎖することが出来る。この手法に対して大き過ぎる空洞は、薬物の適切な混合物が注入さ
れたコラーゲンゲルで該空洞を充填して閉鎖される。コラーゲンゲルに対するあらゆる「
異物」反応を完全に排除するために、前記コラーゲンを患者の毛髪及び切り取った爪から
作り出すことが可能である。そうした手続きによって、患者と完全に生体適合するコラー
ゲンゲルを生成する。
【００７４】
　添付の図面に使用されているように、以下は対応する参照数字を付した本発明に関する
システムを構成する要素のリストである。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】図１は、本発明に関するシステム全体の概略図であり、システム全体の主要な要
素を示している。
【図２】図２は、直腸及び尿道前立腺部のそれぞれの所定の位置にある経直腸システム及
び経尿道システムの両方を示す部分概略解剖図である。また、図２は２つの超音波システ
ムからの重複ビームパターンを、両側から音波を照射されている発見された腫瘍と共に示
している。さらに、図２は腫瘍に配置されたスレーブ型生検針を示している。
【図３Ａ】図３Ａ、３Ｂ、及び、３Ｃは、各（経直腸及び経尿道）超音波システムから放
射するビームパターン、及び、実際の重複パターンに於ける断面概略図である。各パター
ンは、走査板に横たわる腫瘍部分の双方向走査を示す疾患のある前立腺の輪郭に重ね合わ
されている。
【図３Ｂ】図３Ａ、３Ｂ、及び、３Ｃは、各（経直腸及び経尿道）超音波システムから放
射するビームパターン、及び、実際の重複パターンに於ける断面概略図である。各パター
ンは、走査板に横たわる腫瘍部分の双方向走査を示す疾患のある前立腺の輪郭に重ね合わ
されている。
【図３Ｃ】図３Ａ、３Ｂ、及び、３Ｃは、各（経直腸及び経尿道）超音波システムから放
射するビームパターン、及び、実際の重複パターンに於ける断面概略図である。各パター
ンは、走査板に横たわる腫瘍部分の双方向走査を示す疾患のある前立腺の輪郭に重ね合わ
されている。
【図４Ａ】図４Ａ、４Ｂ、４Ｃは、本発明に関する椅子機構の上面図、側面図、及び、断
面図を示す概略図である。
【図４Ｂ】図４Ａ、４Ｂ、４Ｃは、本発明に関する椅子機構の上面図、側面図、及び、断
面図を示す概略図である。
【図４Ｃ】図４Ａ、４Ｂ、４Ｃは、本発明に関する椅子機構の上面図、側面図、及び、断
面図を示す概略図である。
【図５Ａ】図５Ａ、５Ｂ、及び、５Ｃは、前述の椅子に関する同一の３図を示しているが
、本発明に関する動的エラストグラフィ特性に対して使用される励起波を生成する複数の
アクチュエータの位置を定義している。
【図５Ｂ】図５Ａ、５Ｂ、及び、５Ｃは、前述の椅子に関する同一の３図を示しているが
、本発明に関する動的エラストグラフィ特性に対して使用される励起波を生成する複数の
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アクチュエータの位置を定義している。
【図５Ｃ】図５Ａ、５Ｂ、及び、５Ｃは、前述の椅子に関する同一の３図を示しているが
、本発明に関する動的エラストグラフィ特性に対して使用される励起波を生成する複数の
アクチュエータの位置を定義している。
【図６】図６は、差異のある剛性を有する領域に到達するエラストグラフィ励起圧力波の
衝突を示しており、その結果、衝突波の方向、周波数、及び、力を変化させることによっ
て、このように生成された腫瘍の超音波として検出可能な差異のある振動を最大化するこ
とが出来る。
【図６Ｂ】図６は、差異のある剛性を有する領域に到達するエラストグラフィ励起圧力波
の衝突を示しており、その結果、衝突波の方向、周波数、及び、力を変化させることによ
って、このように生成された腫瘍の超音波として検出可能な差異のある振動を最大化する
ことが出来る。
【図７Ａ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃは、前述の椅子に関する同一の３図を示しているが、図８
に図示された浮動経直腸プローブと併せて使用される磁気式位置センシングシステム用の
フィールド発生要素の位置を定義している。
【図７Ｂ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃは、前述の椅子に関する同一の３図を示しているが、図８
に図示された浮動経直腸プローブと併せて使用される磁気式位置センシングシステム用の
フィールド発生要素の位置を定義している。
【図７Ｃ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃは、前述の椅子に関する同一の３図を示しているが、図８
に図示された浮動経直腸プローブと併せて使用される磁気式位置センシングシステム用の
フィールド発生要素の位置を定義している。
【図８】図８は、本来の位置にある浮動経直腸プローブを示す部分概略解剖図である。同
図は、浮動プローブの一端に位置するセンシングコイルに対する、要素の生成により創出
された磁場の関係を示している。
【図９】図９は、体内の本体の位置にある浮動経直腸プローブを示す部分概略解剖図であ
る。
【図１０】図１０は、検出された腫瘍に配置された特別の診断針と共に、本来の位置にあ
る経直腸プローブ及び経尿道プローブの両方を示す部分概略解剖図である。
【図１１】図１１は本来の位置にある経尿道カテーテル／カテーテルフィーダアセンブリ
を示す部分概略解剖図である。同図は、カテーテル内の本来の位置にあり、膀胱に突出す
る光ファイバービューワ／ガイドを示す。光ファイバーの上端は、指針及び診断の手助け
となるように、医師によって使用される画面表示を提供する小型ビデオカメラで終ってい
る。給水管がカテーテルフィーダに取り付けられていることが図示されている。
【図１２】図１２は、図１１に示されている図と同一図を示す部分概略解剖図であるが、
光ファイバービューワ／ガイドがカテーテル／カテーテルフィーダアセンブリから抜き取
られている。
【図１３】図１３は、図１２に示された図と同一図を示す部分概略解剖図であるが、経尿
道超音波プローブがカテーテルフィーダを介してカテーテル内に挿入されている。
【図１４】図１４は、尿道内のカテーテルに関する拡大断面を示す部分概略解剖図である
。カテーテルの遠位開口部が、該遠位開口部を介して突出している光ファイバービューワ
／ガイドと共に図示されている。
【図１５】図１５は、カテーテル／カテーテルフィーダアセンブリの詳細を示す部分概略
解剖図である。
【図１６Ａ】図１６Ａ及び１６Ｂは、経直腸プローブの前部擬似透視図、及び、側部断面
図を示す部分概略図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａ及び１６Ｂは、経直腸プローブの前部擬似透視図、及び、側部断面
図を示す部分概略図である。
【図１７】図１７及び１８は、経直腸超音波プローブに於けるデュアル超音波スキャナに
よって放射されたデュアルビームの関係を示す部分概略図である。該ビームが腫瘍を通り
抜ける際に、図示されているように異なる角度の音響陰影を引き起こす。
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【図１８】図１７及び１８は、経直腸超音波プローブに於けるデュアル超音波スキャナに
よって放射されたデュアルビームの関係を示す部分概略図である。該ビームが腫瘍を通り
抜ける際に、図示されているように異なる角度の音響陰影を引き起こす。
【図１９】図１９、２０、及び、２１は、経直腸プローブに於ける３箇所の断面を示す部
分概略図である。
【図２０】図１９、２０、及び、２１は、経直腸プローブに於ける３箇所の断面を示す部
分概略図である。
【図２１】図１９、２０、及び、２１は、経直腸プローブに於ける３箇所の断面を示す部
分概略図である。
【図２２】図２２は、経直腸プローブの全体を被覆するコンドームの側面図を示す部分概
略図である。
【図２３】図２３は、経直腸プローブ体が曲った頸部領域の矢状面に於いて柔軟であるこ
とを図示する部分概略図である。
【図２４】図２４は、体内に於いて本来の位置にある経直腸プローブ体を示す部分概略解
剖図である。同図はスレーブ型生検針が配置される際にコンドームを貫通することを示し
ている。
【図２５Ａ】図２５Ａ及び２５Ｂは、経直腸プローブ体がスレーブ型生検針機構ハウジン
グに取り外し可能に取り付けられる方法を示す部分概略図である。非対称入れ子式内部円
錐及び外部円錐の結合設計は、経直腸プローブ体をスレーブ型生検針機構ハウジング上の
適切な位置及び配置に誘導し、磁気ラッチが経直腸プローブ体を取り付ける。これらの図
は固定前の要素を示している。
【図２５Ｂ】図２５Ａ及び２５Ｂは、経直腸プローブ体がスレーブ型生検針機構ハウジン
グに取り外し可能に取り付けられる方法を示す部分概略図である。非対称入れ子式内部及
び外部円錐の結合設計は、経直腸プローブ体をスレーブ型生検針機構ハウジング上の適切
な位置及び配置に誘導し、磁気ラッチが経直腸プローブ体を取り付ける。これらの図は固
定前の要素を示している。
【図２６】図２６は、固定が完了した後の図２５Ａ及び２５Ｂと同一の要素を示す部分概
略図である。
【図２７】図２７は、ハウジング内のスレーブ型生検機構を示す部分概略図である。同図
は名目上の安静位に於ける該機構の可動部分の関係を示している。
【図２８】図２８は角度機構が極端に移動した場合に於ける図２７と同一の要素を示す部
分概略図である。
【図２９】図２９は図２７及び２８と同一の機構を示す部分概略図であり、患者の身体構
造上の個人差にも拘らず、患者との最適な固定を容易にするために、角度調節可能なハウ
ジング内に設計されている。
【図３０】図３０、３１、３２、及び、３３は、検出された腫瘍に００が配置された特別
なツールに関する一連の動作を示す部分概略解剖図である。図３０は、腫瘍内に配置され
た浸軟カッターを示している。
【図３１】図３０、３１、３２、及び、３３は、検出された腫瘍に００が配置された特別
なツールに関する一連の動作を示す部分概略解剖図である。図３１は、腫瘍を含む容積を
液状態に変形させるツールを示している。
【図３２】図３０、３１、３２、及び、３３は、検出された腫瘍に００が配置された特別
なツールに関する一連の動作を示す部分概略解剖図である。図３２は、抽出された液体が
腫瘍の存在した空洞から取り出されることを示している。
【図３３】図３０、３１、３２、及び、３３は、検出された腫瘍に００が配置された特別
なツールに関する一連の動作を示す部分概略解剖図である。図３３は、患者自身の組織か
ら抽出され、適切な量の抗癌剤を有するコラーゲンゲルが充填された空洞を示している。
【図３４】図３４、３５、３６、及び３７は、図３４乃至３７と同様の一連の順序を示す
部分概略解剖図である。これらの図は、空洞を充填する代わりに、該空洞を崩壊させるた
めに吸引システムが使用されるという点のみが異なっている。その後、組織接着剤が開口
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部を密封するために使用される。
【図３５】図３４、３５、３６、及び３７は、図３４乃至３７と同様の一連の順序を示す
部分概略解剖図である。これらの図は、空洞を充填する代わりに、該空洞を崩壊させるた
めに吸引システムが使用されるという点のみが異なっている。その後、組織接着剤が開口
部を密封するために使用される。
【図３６】図３４、３５、３６、及び３７は、図３４乃至３７と同様の一連の順序を示す
部分概略解剖図である。これらの図は、空洞を充填する代わりに、該空洞を崩壊させるた
めに吸引システムが使用されるという点のみが異なっている。その後、組織接着剤が開口
部を密封するために使用される。
【図３７】図３４、３５、３６、及び３７は、図３４乃至３７と同様の一連の順序を示す
部分概略解剖図である。これらの図は、空洞を充填する代わりに、該空洞を崩壊させるた
めに吸引システムが使用されるという点のみが異なっている。その後、組織接着剤が開口
部を密封するために使用される。
【図３８】図３８はスレーブ型生検針の切断機構を示す斜視図である。
【図３９】図３９、４０、及び、４１は、湾曲したガイドに沿って進み、針の先端部で接
触するように、スライダの前方移動により、如何にして刃を押し出すのかを示す生検針に
関する３つの部分の側面断面図である。その後、該針は組織サンプルを収容した状態で引
き抜かれる。
【図４０】図３９、４０、及び、４１は、湾曲したガイドに沿って進み、針の先端部で接
触するように、スライダの前方移動により、如何にして刃を押し出すのかを示す生検針に
関する３つの部分の側面断面図である。その後、該針は組織サンプルを収容した状態で引
き抜かれる。
【図４１】図３９、４０、及び、４１は、湾曲したガイドに沿って進み、針の先端部で接
触するように、スライダの前方移動により、如何にして刃を押し出すのかを示す生検針に
関する３つの部分の側面断面図である。その後、該針は組織サンプルを収容した状態で引
き抜かれる。
【図４２】図４２及び４３は、矩形端部切断生検針に関する一連の斜視図である。図４３
は、生体組織検査の切り取り段階に於いて現れることになる針の開口端部を示している。
図４２は、組織サンプルを切断し、取り囲むために十分に伸ばされた切断刃を示している
。
【図４３】図４２及び４３は、矩形端部切断生検針に関する一連の斜視図である。図４３
は、生体組織検査の切り取り段階に於いて現れることになる針の開口端部を示している。
図４２は、組織サンプルを切断し、取り囲むために十分に伸ばされた切断刃を示している
。
【図４４Ａ】図４４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄは、針の矩形断面、及び、切断刃の側板
ガイド内の適合を示す一連の図である。
【図４４Ｂ】図４４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄは、針の矩形断面、及び、切断刃の側板
ガイド内の適合を示す一連の図である。
【図４４Ｃ】図４４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄは、針の矩形断面、及び、切断刃の側板
ガイド内の適合を示す一連の図である。
【図４４Ｄ】図４４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄは、針の矩形断面、及び、切断刃の側板
ガイド内の適合を示す一連の図である。
【図４５】図４５は、曲線状の代替生検針に関する斜視図である。
【図４６】図４６は、統合患者支援プラットフォームに位置する患者を示す部分概略解剖
図である。
【符号の説明】
【００７６】
１　　　　患者椅子
２　　　　経尿道作動システム
３　　　　コントロールパネル
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４　　　　データ表示モニタ
５　　　　経直腸作動機構
６　　　　椅子垂直方向移動部
７　　　　椅子角度調節機構
８　　　　総合泌尿器系テクノロジーシステム
９ａ　　　デュプレックス支持構造（椅子）
９ｂ　　　デュプレックス支持構造（経直腸システム）
１０　　　ソフトウェアパッケージを有する電子機器キャビネット
１１　　　経尿道プローブ支持アーム
１２　　　経尿道カテーテル上のフォーリーバルーン
１３　　　経尿道カテーテル
１４ａ　　デュアル経直腸超音波スキャナ
１４ｂ　　デュアル経直腸超音波スキャナ
１５　　　経尿道超音波スキャナによって発せられた超音波スキャンビーム 
１６　　　経直腸超音波スキャナによって発せられた超音波スキャンビーム 
１７　　　椅子ピボット
１８　　　経直腸超音波プローブ先端部(全体)
１９　　　１８内の前部空洞
２０　　　椅子ピボット用の支持板
２１ａ　　椅子臀部フェンス調節器
２１ｂ　　椅子臀部フェンス調節器
２２ａ　　椅子臀部フェンス
２２ｂ　　椅子臀部フェンス
２３　　　側方椅子調節部
２４　　　椅子角度調節ドライバ
２５　　　椅子矢状軸回転軸
２６　　　椅子内動的エラストグラフィ励磁器
２７　　　ベルトに取り付けられた動的エラストグラフィ励磁器
２８　　　ベルト
２９ａ　　臀部フェンスに取り付けられた動的エラストグラフィ励磁器
２９ｂ　　臀部フェンスに取り付けられた動的エラストグラフィ励磁器
３０　　　剛性ノード
３１　　　具象的な動的エラストグラフィ励磁器
３２　　　衝突圧力波に対応する動きを示すノード
３３　　　浮動経直腸プローブアンビリカル
３５　　　磁気式位置センシングシステム用磁気駆動コイル
３６　　　前記コイルによって放射された磁場
３８　　　浮動経直腸プローブ
４０ａ　　浮動経直腸プローブに於ける磁気式位置センシングコイル
４０ｂ　　浮動経直腸プローブに於ける磁気式位置センシングコイル
４１　　　前立腺
４２　　　膀胱
４３　　　直腸
４４　　　経直腸プローブ体（全体）
４５　　　生検針
４６　　　腫瘍
４７　　　経尿道超音波スキャナ
４８ａ　　バイオインピーダンスセンシングコイル
４８ｂ　　バイオインピーダンスセンシングコイル
５０　　　経尿道光ファイバービューワの先端
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５１　　　ペニスの先端部
５３　　　カテーテルフィーダ
５４　　　カテーテルフィーダへの給水管
５５　　　経尿道ビデオカメラ
５６　　　経尿道光ファイバービューワ
５７　　　経尿道給水管ルアーフィッティング
６０　　　経尿道超音波スキャナ移動部
６１　　　ウォーターボーラス
６２　　　尿道
６３　　　前立腺の上部括約筋
６４　　　カテーテルのルーメン
６９　　　カテーテルの遠位開口部
７０　　　カテーテルフィーダの機器ポート
７１　　　カテーテルフィーダのシーリング０型リング
７２　　　カテーテルフィーダのルアーフィッティング
７３　　　カテーテルフィーダのプッシュインラッチ
７４　　　カテーテルフィーダのカテーテルカプラ
８０　　　経尿道プローブ支持構造
８１　　　経直腸プローブコンドームカバー
８２　　　コンドームカバーの先端部
８３　　　ニードルガイドのジンバル
８４　　　経直腸動的エストログラフィ励磁器用スロットドライバ
８５　　　経直腸光ファイバービューワ用のコンドームの先端に於ける遠位開口部
８６　　　給水管の遠位開口部
８７　　　エア抜き管の遠位開口部
８８　　　光ファイバービューワ通路のルーメン
８９　　　給水管のルーメン
９０　　　エア抜き管のルーメン
９１　　　動的エラストグラフィ励磁器を発動するスロット用ドライバ
９２　　　給水
９５　　　コンドームへの給水管
９８　　　光ファイバービューワ周辺の漏出防止部
９９　　　経直腸光ファイバービューワ
１００　　経直腸ビデオカメラ
１０１ａ　経直腸超音波スキャナ１４ａによって発せられた超音波ビーム
１０１ｂ　経直腸超音波スキャナ１４ｂによって発せられた超音波ビーム
１０２　　音響陰影
１０３　　抽気排出獲得コンテナ
１０４　　サーマルニードル
１０５　　壊死量
１０９　　経直腸結合支持構造
１１０　　内部結合円錐
１１１　　下部磁気ラッチ
１１２　　上部磁気ラッチ
１１３　　外部結合円錐
１２０　　スレーブ型生検装置支持構造
１２１　　回転移動部
１２２　　角度移動部
１２３　　進入運動の深度
１２４　　ニードル駆動部
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１２５　　ニードルガイド
１２６　　スレーブ型生検機構カバー
１３０　　浸軟針
１３１　　浸軟フレイル
１３２　　浸軟フレイルに創出された空洞
１３３　　ゲルで満たされた空洞
１３５　　崩壊した空洞
１８０　　末端切断生検針（全体）
１８１　　矩形針の断面
１８２　　矩形スライダ
１８３ａ　矩形スライダの組織切断刃
１８３ｂ　矩形スライダの組織切断刃
１８４　　圧力除去ルーメン
１８５　　フレキシブルプッシュロッド
１８６ａ　先端部の曲線に沿って進み、組織サンプルを切断するために接触する刃を有す
る組織切断カプセルの移動を示す針の側部断面図
１８６ｂ　　先端部の曲線に沿って進み、組織サンプルを切断するために接触する刃を有
する組織切断カプセルの移動を示す針の側部断面図
１８６ｃ　　先端部の曲線に沿って進み、組織サンプルを切断するために接触する刃を有
する組織切断カプセルの移動を示す針の側部断面図
１８７ａ　開口部、及び、組織切断刃が沿って移動するテーパー端部フェンスの詳細を示
す針の先端部に関する図
１８７ｂ　開口部、及び、組織切断刃が沿って移動するテーパー端部フェンスの詳細を示
す針の先端部に関する図
１８８　　代替曲線針の構造
【図１】 【図２】
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【図６Ｂ】
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【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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通信，提供用于操纵子系统的目标坐标，并将活检针引导至前列腺中的
选定点。活检针具有用于从前列腺提取细胞组织样本以进行活组织检查
的装置。集成的患者支撑平台具有定位椅，该定位椅在其自由度上是灵
活的，以优化患者的位置并提供执行扫描和活组织检查程序的再现性。
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